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   平成２９年度「いきいきふるさと推進事業助成金」に係る追加募集の実施について（通知） 

 日頃より、当協会の運営につきまして、格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記の事業につきましては、平成２９年３月２４日付け北振発第５３３号で助成申請のご案内をし

たところですが、次のとおり追加募集を行うことといたしました。 

 つきましては、別添のいきいきふるさと推進事業助成金交付要綱等に適合する事業について、次に示すと

ころにより申請されますようお知らせします。 

 

記 

 

１ 助成申請書提出期日等 

 （１） 提出期日 平成２９年９月７日（木） 必着必着必着必着 

 （２） 提出先  申請市町村を所管する北海道総合振興局又は北海道振興局の地域創生部地域政策課 

 （３） 提出書類 別紙「いきいきふるさと推進事業助成申請書類等について」のとおり。 

 （４） 提出部数 ２部 

 （５） 提出方法 郵送又は持参による。 

 （６） 申請様式等の入手方法 当協会ホームページからダウンロードしてください。 

     ※当協会ホームページ（※当協会ホームページ（※当協会ホームページ（※当協会ホームページ（申請書等ダウンロード）申請書等ダウンロード）申請書等ダウンロード）申請書等ダウンロード）    http://dohttp://dohttp://dohttp://do----shinko.or.jp/dl_application/shinko.or.jp/dl_application/shinko.or.jp/dl_application/shinko.or.jp/dl_application/    

 

２ 留意事項等 

 （１） 追加募集の対象となる事業の着手時期 

  ア 理事長特認事業（重点支援事業）として申請する事業は、平成２９年４月１日以降に着手した事業

を対象とします。 

  イ 一般事業として申請する事業は、原則として平成２９年７月１日以降に着手した事業を対象としま

す。平成２９年４月１日以降に着手した事業についても申請を可能としますが、申請額が予算を超過

した場合は、７月１日以降に着手した一般事業を優先して採択します。 

  （注） 事業の着手とは、事業活動に係る債権債務が発生する（した）など、事業実施主体が対外的・

客観的に事業活動を開始する（した）期日を指します。 

 （２） 当初申請における不採択事業の取扱いについて 

     当初申請において不採択となった同一の事業については、再申請をすることはできません。 

 （３） 現地調査の実施について 

     本助成金の交付を受けた市町村を対象に、適正な事業実施を確認する目的で現地調査を実施する

場合があります。申請事業に係る支出証憑等の関係書類は、必ず５年間保存してください。 

 （４） その他 

     追加募集は予算残額の範囲内で実施しますので、すべての事業が採択とならない場合があります

ので、予めご了承ください。なお、採択結果は１０月中旬から下旬にお知らせします。 
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